
河南町建設工事成績評定要領 

 

（目 的） 

第 1 条 この要領は、河南町が発注した建設工事の成績評定に必要な事項を定めるこ

とにより、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって適正な施工を確保するととも

に、請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。 

（工事成績の評定を行う対象工事） 

第２条 工事成績の評定を行う対象工事は、次の各号のいずれかに該当する工事を除

く建設工事とする。 

(1）応急工事、補修工事等軽微な工事及び単価契約に基づく工事 

(2）契約金額が２００万円以下の工事 

(3）随意契約により契約を締結した工事 

(4）その他町長が必要ないと認めた工事 

（工事成績の評定者等） 

第３条 工事成績の評定者は、河南町建設工事等検査要綱（平成 17 年河南町告示第

80 号。以下「要綱」という。）第２条第 1 号に規定する監督職員（以下「監督員」

という。）及び同条第２号に規定する検査職員（以下「検査員」という。）とする。 

２ 監督員又は検査員は、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 15

第４項の規定により監督又は検査を委託した工事の評定を行うときは、その委託を

した者の意見を求めるものとする。 

（工事成績の評定等） 

第４条 工事成績の評定は、工事請負契約ごとに独立して行うものとする。 

２ 工事成績の評定は、前条第１項の評定者が監督又は検査において確認した事項に

ついて工事成績評定表（様式第１号）（以下「評定表」という。）により、それぞれ

独立して厳正かつ的確に行うものとする。 

３ 監督員は、要綱第２条第３号に規定する工事主管課長（以下「工事主管課長」と

いう。）が工事の完了を認めたときは、遅滞なく評定を行い、工事主管課長に報告

するものとする。 

４ 検査員は、完了検査を終了したときは、遅滞なく評定を行い、要綱第２条第４号

に規定する検査主管課長（以下「検査主管課長」という。）に報告するものとする。  

５  検査主管課長は、前項の報告を受けたときは、内容を確認し、工事主管課長に評



定表（写し）を送付するものとする。 

（総合評価の基準） 

第５条 前条第２項の規定により評定した合計点数は、次の基準に基づき総合評価と

する。 

(1）総合評価５ 80 点以上  

(2）総合評価４ 70 点以上 80 点未満 

(3）総合評価３ 65 点以上 70 点未満 

(4）総合評価２ 60 点以上 65 点未満 

(5）総合評価１ 60 点未満 

（評価結果の通知） 

第６条 町長は、第３条第１項の評定者から評定表等の提出があったときは、遅滞な

く当該工事の請負業者に評定の結果を工事成績評定結果通知書（様式第２号）によ

り通知するものとする。 

 （評定の修正） 

第７条 町長は、前条の規定による通知をした後、評定の結果を修正する必要がある

と認められるときは、修正しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による修正を行ったときは、遅滞なく当該工事の請負業者に

その結果を通知するものとする。 

（報 告） 

第８条 前２条により通知をした後、検査主管課長は、次の各号のいずれかに該当す

ると認めたときは、その旨を副町長に報告するものとする。 

(1）継続した２年度以内において、総合評価２の評定をした後、総合評価２以下の

評定をしたとき。 

(2）総合評価１の評定をしたとき。 

(3）前号に該当した後、該当した年度又は翌年度において、総合評価２以下の評定

をしたとき。 

(工事成績優秀業者の公表) 

第９条 町長は、総合評価５の評定をした工事があるときは、その請負業者を工事成

績優秀業者として、翌年度始めに商号、住所、工事名及び工事種別を公表する。た

だし、総合評価５の評定をした工事（以下｢当該工事｣という。）と同一年度に、次

の各号のいずれかに該当した場合は、この限りでない。 



(1）総合評価２以下の評定をしたとき。 

(2）当該工事と同一の工事種別において、総合評価３の評定をしたとき。 

(3）河南町建設工事等入札参加停止要綱（令和３年河南町告示第５４号）に基づく

入札参加停止措置をしたとき。 

(4) 河南町が行う契約からの暴力団等排除に関する措置要綱（平成２５年河南町告

示第１２２号）に基づく入札等排除措置をしたとき。 

２ 前項の公表する期間は、公表を行った日の属する年度末までとする。 

（説明請求等） 

第 10 条 第６条及び第７条に規定する通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から

起算して７日以内（河南町の休日を定める条例（平成元年河南町条例第３１号）に

規定する町の休日（以下「休日」という。）を含まない。）に、町長に対して工事成

績評定結果に関する説明請求書（様式第３号）（以下「説明請求書」という。）によ

り説明を求めることができる。 

２ 町長は、前項の規定により説明請求書の提出があったときは、河南町入札参加業

者資格審査会に諮った上、その請求書を受理した日の翌日から起算して 14 日以内

（休日を含まない）に説明請求に対する回答書（様式第４号）により回答するもの

とする。なお、再説明請求はできないものとする。 

（工事成績評定反映方法） 

第 11 条 町内本店業者（河南町入札参加業者資格審査要綱（平成２２年河南町告示第

１号。以下「審査要綱」という。）第２条第７号に規定する町内本店業者をいう。

以下同じ。）が工事成績優秀業者になった場合は、当該工事と同一工事種別に限り、

翌年度における手持ち工事数の対象としないこととし、町内本店業者以外の者が工

事成績優秀業者になった場合は、当該工事と同一工事種別の工事１件に限り、翌年

度における手持ち工事数の対象としない特例措置を行うものとする。 

２ 前項の規定による特例措置期間中に町内業者の要件を欠いた場合等の取り扱いは、

審査要綱第６条の規定を準用する。 

３ 町長は、総合評価２以下の評定をしたときは、その者に対して翌年度の入札参加

に制限を行うものとする。 

附 則 

この要領は、平成 17 年７月８日から施行し、平成 17 年度の工事から適用する。 

附 則 



この要領は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成 22 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の河南町建設工事成績評定要領（以下「改正前の要領」という。）の規定に

よりなされた行為又は手続きは、改正後の河南町建設工事成績評定要領の規定によ

りなされた行為又は手続きとみなす。ただし、平成 22 年３月 31 日時点において、

改正前の要領第８条第１項の規定に該当する者は、なお従前の例による。 

附 則 

この要領は、平成２５年１２月１日から施行する。（平成２５年１１月２２日告示

第１２９号） 

  附 則 

この要領は、平成３０年４月９日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和４年１月４日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


